
元

正
四
年
メ
月

;
十

層
目
第
三
磧
郵

便
物
認
可

【
毎
月

一
同

一
日
費
行

}

(察

輻

載
)

曾學濟経學火園帝都京

叢論淵
號 五 第

◎1

塔 　撚1'梓ミ第

フf予蟹 日 一 月 五 年 七7和 昭

「
論

…叢

相

績

税

重

課

の
大

勢

ご
其
方

法

.
・
・

貨

幣

の
僧
値

の
受

動

性

:

:

胱

會

理
念

と
吐
.㎏
げ
ぞ
目
及
び
ミ
ー

ト

ス

研
[

究

支
那
國
民
経
済
序
論

:

:

取

引
所

組

織

の
再

吟
味

.
・
・
…

焼
津

鰹
漁

業

に
於

け
る
船

仲

組

織

・
・

述覗

帥
先

顧
問
藩

の
育
子
策

に
つ
い
て

.
・

貸
借
封
照
表

分
析
の
前
提
條
件

.
・

連
鎖
店
反
封
運
動

・

附

鋒

新
着
外
國
経
済
雑
誌
主
要
論
題

文 文 法
,fit」 「冠.簡.一ず

r匿,一 ・rr

博 博 博

士 上 士

米 商 紳

田 田 戸

庄

太 保 正

耶 馬 雄

大

上

末

廣

・
擁
涛
塁
上

今

西

庄

次

郎

・
控
訴
學
士

岡

本

清

造

豪
、霞
藩
士

本

庄

榮

治

郎

・
経
済
累
士

小

菅

敏

郎

・
経
済
學
士

谷

口

吉

彦



言兄

■恥r→ 一

ジ巳

稿
岡
藩
の
育
子
策
に
つ
い
て

本

庄

榮

治

郎

徳
川
時
代

に
間
引
と
構
す
る
人
口
制
限

の
行

は
れ
た
こ
と
、
井
に
そ

の
対
策
と
し
て
各
地

に
於
.て
赤

子
養
育
仕
法

が
採
用
さ
れ
、
且
育
子
敬

謙
書

の
流
布
さ
れ
為
こ
と
は
私

の
屡

々
述

べ
た
所
で
あ
る
。
葱
に
は
最

近
入
手
し
た
資
料

に
慕

い
で
、
福
岡
藩
下
に
お
け
る
そ
の

一
例
を
匙

べ

た

い
と
思
ふ
。
然

し
資
料
は
尚
不
十
分
で
あ
り
、
更

に
他

の
資
料
を
披

見

し
得
た
場
合
に
は
補
訂
を
試

み
る
こ
と

・
し
た

い
。
術

こ
・
に
利
用

し
得

た
資
料
は
、
玉
泉
大
梁
氏
井
に
遠
藤
正
男
氏

の
好
意

に
よ
っ
て
之

を
借
覧
し
得
た
も
の
で
あ
る
。
特

に
記
し
て
深
厚
な
る
謝
意
を
表
す
る

口

幅
岡
藩
に
於

て
何
時
頃
か
ら
育
子
政
策
が
行
は
れ
た
か
は
未

だ
明
か
に
し
得
ざ
る
肇

あ
・
が
、
黒
田
縄
高
鷲

(韓

講

覇

談

)
に
間
引
矯
正
の
令

奏

せ
ら
れ
て
る
る
こ
と
は
次

の
記
事

に
よ

っ

て
明

か

で
あ

る
。

曰
く

『警

姦

謀

弓
・
・
婁

猟
せ
玉
ふ
董

御
好
み
給
・
・
無
冠

輻
岡
藩

の
育
子
策

に
つ
い
て

澤
川
邊
り
な
ど
に
で
御
遊
あ
り
し
に
、
産
子

の
　

の
け
が
ら
わ
し
き

を
御
目
に
鯛
さ
せ
給

ひ
、
此
事
停
止
せ
よ
と
の
御
下
知
に
ま
か
せ
、

毎
度
稠
殿
御
制
禁
あ
り
し
か
と
も
、
御
慈
悲
行
届
か
ず
、
其
後

い
よ

亀

く

不
浄
御
目
を
け
が
し
奉
る
事
多
け
れ
ば

掟

國
中
産
子
を
捨
候
儀
、
兼
々
令
制
禁
候
之
虎
、
連
年
の
風
俗
に
成
來

今
以
不
相
止
山
、
.奉
行
中
数
}-苫
ゆ
る
が
せ
の
段
不
埓
候
。
向
後
捨
不

中
機
急
度
相
示
、
自
然
相
背
者
有
之
候
は
『
重
科
可
申
付
者
地

縄
高
公

御
剣

宙貝
層
十
四
加†
諏八日
〃

町

奉

行

中

郡

奉

行

中

浦

奉

行

中

』

右

の
令
に
よ
っ
て
見

れ
ば
、
そ
れ
以
前

に
も
屡

々
制
禁

の
あ

っ
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。
ま
た
右

の
令

に
所
謂
産
子
を
捨

つ

る
と
は
、
他
人

の
養
育
を
期
待
し

て
生
け

る
ま

玉
に
棄

つ
る
廣

の
、
か

の
捨
子

の
意
味

で
は
な
く
、
間
引

の
こ
と
を
指

す
も

の

で
あ

る
こ
と
も
明
か

で
あ
る
。

こ
の
令

に
添
え
て
委
し
き
教
訓

書

が
讒
せ
ら

れ
た
と

の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ

の
全
文
は
明
か
で

な

い
。
然

し
そ
れ
は
公

の
遺
書
と
し
て
傳

へ
ら
れ
、
御
用
勤

方

榛

暮

れ
代
・
の
董

の
薯

所
と
な
り
、次
の
治
三

鶏

第
三
十
四
管

八

一
五

第

五
號

一
=
=

6



8

輻
岡
藩

の
育
子
策

に
つ
い
て

弊
建

鯉

天
)治
高
(議

明
二
鷲

朋
)
の
要

も
、
・
の
・

と
に
心
を
懸
け

な
が
ら
、

別
に
制
度
を

立

つ
る
迄

に
は
至
ら

な
か
っ
た
が
、
そ
の
次
の
齊
隆
公
(搬

鯉

簿

朋
)は
・
め

遺

書

を

見

て

深

く

感

動

し

、

子

を

殺

す

は

貧

窮

に

迫

り

て

な

す

も

の

で

あ

る

か

ら

と

て

、

物

質

的

救

済

の

制

を

立

て

ん

と

し

自

ら

も

質

素

倫

約

に

力

め

π

如

ぐ

で

あ

る

。

即

ち

同
家
「
監
U
、
、
出
川
君

の
一」
し
耶

苛
ゴ
晶一

弔
駐

♪
一

白

、

一
門
㎡【

こ
胡鼻

♪
製

1
"
7
1
乱
一
と

駆
黎

匿
.
4

司

芋

二
上

毎

週
ド
生

御

局
髭
.湊
、
　
、
て

「
測
に

陥
ノ
刮

薩
州石

匠
肥
ヌ
「
優
脚
ナ
、

　
レ
ヨ

ね

コ

・
、
港

珪
光
院
様
鰭

齢

塑

涯
御
薄

遊
・
t

事
・
・
、

彼

是
御
深

切

に
御
世
話

あ
ら

ば
成
就

せ
ざ

る
事
、

よ
も
あ

ら
じ
。
具

御
制

禦

い
か

に
欄

敷

あ
ら
せ
ら

る

、
と

い

へ
ど

も
、
恐

る

ふ
計

に
て

.

隔

服

す
る
事

あ
ら

じ
。
,
殺

さ

る

玉
子
よ

り
も
、
却

て

こ
ろ
す
親

こ
そ

.
不
便

な
れ
。
鳥
獣

だ

に
も
子
を

思
は

ね
親

は
な
き

に
、
其

子
を
殺

す

に
は
能

々
難
儀

に
せ
ま
り
、
さ

ぞ
か
な

し
く
恥
か

し
く
痩

念
さ

の
苦

し

み
、
お

し
は
か
ら
れ

ぬ
。
畢

竟
御
國
整

か
な
ら
ざ
る
故
貧

　躬
に
せ

ま
り
、
擦

な
く

か

・
る
悪
敷

風

俗
と

は
な
り
た

る

べ
し
。

ゆ
た

か

に

さ

へ
あ
ら

ば
、
殺

せ
と
す

エ
め

て
も
、

な
ど

や
害

す
る
も

の
あ

ら
ん

や
。

さ
ら

ば
御
追
孝

と

い

⊥
、
叉
國

民
多

く

な
ら
ざ
れ

ば
行
末

猶
豊

な

る
事

な
く

、
財

を
以

て
御
救

あ

り
て
人
多
く

な
ら
ば
、

百
歳

の
後

コ

は
倍
整

に
な
る
理
な
れ
ば
馬
今
其
端

を
饗
す

べ
し
と
て
、
日
々
の
御

膳

の
椀
藪
を
減

ぜ
ら
れ
、
衣
服
も
美

な
る
を
厭
ひ
給

ひ
、
・木
綿

の
御

羽
織
迄
召
為

し
そ
か
し
。
其
外
萬
事
御
費
を
は
ぶ
き
給

ひ
、
御
挟
銀

葉
三
十
四
巻

八

】
六

第
五
號

一
三
二

を
溜
さ
せ
ら
れ
け
る
と
か
や
。
歎
か
は
し
き
は
此
君
も
御
+
九
歳
に

し
て
御
他
界
あ
ら
せ
ら
れ
し
支
こ
そ
、
お
し
み
て
齢
り
あ
り
。
其
御

志

の
綴
手
な
れ
ば
と
て
、
御
仕
組
を
立
ら
れ
、
御
施
し
行
届
て
よ
り

-
僅
二
年
の
内
に
二
千
人
あ
ま
り
産
子
た
す
か
り
し
そ
か
し
』

以
上
本
節

に
引
用
し
た
も

の
は
「
朝
寝
太
郎
」
と
題
す

る
爲
本

の
附
…録
に
掲
載

さ
れ
た
所
で
あ
る
。
此
等

の
記
事
殊

に
ニ
ケ
年

間

に
二
千
人

の
赤
子
養
育

の
効
を
奏
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
他

σ
整
準

に
よ
.!,
て

身
L
て
そ
釦
力
項

で
あ
そ
カ
Z
口や
を
副
査

す

べ
き
で
あ
る
が
、
今
そ
れ
等

の
資
料
を
見

る
を
得
ざ
る
た
め

一
慮
右

の
記
事
を
そ

の
ま

」
引
用
す
る
に
止
め
て
置
く
。

二

齊
隆
公
の
次
、
齊
清
公

の
時
代
は
寛
政
七
年
十
月
よ
り
天
保

五
年
十

「
月

に
亘

っ
て
居

る
が
、
こ
の
時
代
特

に
文
化
文
政
年

間
に
就

て
は
、
特
別
な
る
資
料
を
見

る
ヒ
と
が
出
来
た
。
そ

の

「
は
「
文
化
五
年
辰
六
月
、
産
子
養
育

「
巻
」
と
題
す

る
井
原
村

の
記
録

で
あ
る
が
、
内
容
は
文
化
五
年
六
月
か
ら
九
年
九
月
ま

で

の
關
係
書
類
を
集

み
、
最
後
に
成
年
(十

一
年
〉
六
月

の
書
類

二
通
を
載
せ
た
も

の
で
あ
る
。
そ
の
二
は

「
文
政
九

年
、
借
上

郡
井
原
鰯
村

々
戌
十
月
♂
十
二
月
迄
懐
婦
惣
人
数
井
御
救

米
頂



戴
奉
願
公
共
書
上
帳
L
で
あ
る
。
こ
の
二
資
料

に
よ

っ
て
、當
時

の
養
育
仕
法

の

一
斑
を
窺

っ
て
見

や
う
。

從
來

の
養
育
仕
法

が
如
何
な
る
方
法
に
よ

っ
て
行
は

れ
た
か

は
明
か
で
な

い
が
、
文
化
五
年
六
月

の
燭

に
よ
れ
ば
、
從
來
よ

り
御
救
米
下
附

の
方
法
が
行
は

れ
て
る
た

こ
と
、
井
に
從
來
は

各

部
に
て
掛
り
を
設
け

て
取
扱

っ
て
み
た
が
、
趣
旨
徹
底

せ
ざ

る
虞

が
あ

っ
た
か
ら
、
今
後
は
各
村
々
に
於

い
て
取
扱

ひ
庄
屋

村

役
人
が
直
接
之

に
關
保

す
る
こ
と
と
な

っ
た
如
く
に
考

へ
ら

τ

凱
謎
0

7ご

つ
.ヘへ下
山よ

知
」
・j

H

'
」
岬ご

.)

.コ
0

1

,

,

σ

イ
.
翫

一.rノ
σ
.
女

一、

マ

浅

".!曙

『
産

子

養

育

一
件

此

節

評

議

の

上

、
一
統

郡

々

養

育

方

相

止

め

、
掛

り

切

最

斗
候
。
右
産
子
養
育
の
義
は
格
別
厚
ぎ
御
仁
悪
を
以
、
御
救
米

を
も
御
渡
方

に
相
成
候
得
ぱ
、
御
主
意

の
程
百
姓
中
深
く
難
有
奉
存

義
は
是
迄
も
追

々
申
渡
置
候
通
り
に
て
、

一
部
鹸
分

の
人
高
之
内
養

育
御
救
を
も
諸
候
義

に
候
得
ぱ
養
育
方
斗
に
で
は
御
主
意
行
屑

不
申

甚
以
恐
入
事
に
候
。
根
元
百
姓
共

の
上
大
庄
屋

は
勿
論
村
役
人
共

一

村
切
詰
持
居
候
義

に
付
常
に
無
油
断
深
切
を
鑑

し
候
得
ぱ
養
育
方
相

立
不
中
共
、
村
役
人
共
請
持
前

の
事
に
候
、
右
に
付
其
方
共
鯛
下
村

々
懐
婦
御
救
等
可
請
音
調
ね
方
無
違
齪
委
細
途
吟
味
可
申
候
。
御
救

米
渡
方
帳
面
仕
立
方
等

の
儀
其
方
共
立
入
途
詮
義
役
所
請
待

の
者
引

合
、
猜
百
姓
中
不
洩
擦
車
聞
風
俗
宜
柳
勘
辮
違
不
致
、
御
制
楽
節
嚴

重

に
相
守
候
様
可
塑
宰
剣
候
事
。』

福
岡
藩

の
育
子
策
に

つ
い
て

然
ら
ば
如
何
な

る
範
園
に
養
育
米
を
支
給
し
た
も

の
で
あ
る

か
と
い
ふ
に
、
當
時

に
於

て
は
貧
窮
者
に
隈

っ
て
支
給

せ
し
如

融

く

で
あ

惹
。
七

月

十

三
日

の
五
郎

太
夫

役
所

よ
り

大
庄

屋

へ
宛

て
た

る
書

面

の
中

に

『
自
然
不
相
當

の
ボ
の
御
救
米
相
願
候
檬
成
る
儀
有
之
候

て
は
、
矢
張

且取
前
養
育
方
被
相
山1
}直
候
節
も
同
様

の
儀
咽
に
有
之
候
。
畢
-虫見
不
行
届
【

事

も
有
之
候
間
御
仕
組
替

に
相
成
候
。
然

ば
粒

々
に
海
み
て
至
て
窮

貧

の
も
の

工
内
、
其
場
生
得
貞
實

に
て
御
救
米
等
相
願
候
儀
を
樟
忌

候
者
共
羅

…箏

。
定
礎

の
者
ぱ
村
役
套

ハ立
入
塗
韓
穿
、
申
幽
候

は

『
御
救
米
被
相
渡
候
檬
有
之
度
と
の
事

に
候
。
然
し
常
時
偶
成

に

相
碁
候
も
の
御
救
諸
候
様
有
之
て
は
、甚
以
風
俗

に
相
障

り
可
申
候
。

兎
角
有
艦

の
跡
付

々
庄
屋
中
途
吟
味
申
出
可
有
之
候
。
此
節
は
御
仕

組
替
最
初

の
事

に
も
有
之
候
問
不
廉
直
有
之

て
は
何
分
不
被
相
済
儀

に
候
』
云
々

と
あ

っ
て
.
貧
窮
者
な
り
や
否
や
を
篤
と
調
査
し
貧
窮
者
に
射

し

て
御
救
米

の
下
附
を
庄
屋
よ
り
願
出

て
た
も

の
で
あ
る
。
然

ら
ば
そ

の
所
謂
貧
窮
者

と
は
如
何
な

る
標
準
に
よ

っ
て
決
す

べ

き

で
あ
る
か
、
九
月
十
六
日
當
局
よ
り
某
村
大
庄
屋

へ
の
文
書

の
中

『
い
か
様

の
難
澁
筋
有
之
、
教
相
願
候
課
ケ
御
書
調
可
被
差
出
候
。
家

弟
三
十
四
巻

八

一
七

第
五
號

一
三
三



福
岡
藩

の
育
子
策

に
つ
い
て

内
人
藪

の
内

に
不
具
も

の
、
叉
は
病
勇
も

の
に
て
農
業
等

不
相
成
候

も
の
有
之
候
は
V
、
其
次
第
も
書
調
可
被
差
出
候
。
左
無

之
候
而
抱

田
畠
家
内
人
数
斗

に
て
は
格
別
家
内
人
数
大
勢
無
之
も

の
も
願
出
候

間
見
通
し
出
来
兼
候
。
尤
各
よ
り
相

し
ら
べ
被
願
出
候
儀

に
は
宥
之

候
得
共
、
難
澁
之
次
第
不
相
分
候

て
は

一
々
御
寒
行
御
見
通
被
成
が

た
く
候
間
』

云

々

と

あ
る
に

よ

っ
て
大
髄

明

か

で
あ

る
。
然

し
文
政
九

年

七
月

の

文

書

忙
載

れ
る
御

救

米
願

の
書
類

は
次

の
如
く

で
あ

っ
て
、
田

畑

家
内

人

数
等

を

記

せ

る

の
み

で

あ

る
。

『

「五
俵
御
救

一
、

+

一
月

臨

月

掛
讐

林
春
碩
.

抱
田
畠
六
反
四
畝
鯨

家
内 内

五
同 同 国 同 年 人

三 四
八 十 十 十 十

鷺 山_
ツ ー 四 八_

山
北
村
藤
介
組
合

居
所

た
び
ろ

+
右
衛
門

+
右
衛
門

+
右
衛
門

.

同
人
男
子

同
人
女
子

同
人
男
子

女
房

ウ

女

房

久
米
吉

の

へ

伊
之
介

右
之
者
極
々
貧
窮
に
而
産
子
養
育
難
儀
仕
候
に
付
御
救
米
頂
戴
之
義

相
願
申
候
。
.重
聲
吟
味
仕
、
相
違
之
儀
無
御
座
候
條
、
御
救
米
頂
戴

第

三
十
四
巻

八

一
八

第
五
號

一
三
四

被
仰
付
可
被
爲
下
僕
様
本
願
上
候

右
之
通
重
畳
調
ね
書
上
申
候
慮
相
違
無
御
座
候

以
上

文
政
九
年
七
月
十
八
日

山
北
村
組
頭
取

藤

同

村

組

頭
善

助
㊥

助
㊥

高
上
村
組

頭
伊

右

衛

門
㊥

聾
再
蛋

太

右

衛

門
⑳

早
耳
志
摩
悟
土

御
郡
代
御
役
所
.

』

老
は
兎
庵
碧

福
岡
藩
σ
季

養
育
仕
法
は
、
出
産
壷

般

に
薯

米
金
を
與
ふ
る
も

、の
で
は
な
ぐ
、
極
貧
者
に
限
レ
給
興

す
る
こ
と
を
特
徴
と
す
る
。

育
子
策
を
實
行
ず

る
た
あ
に
は
先
づ
姓
婦
調
査
を
せ
な
け

れ

ば
な
ら
ぬ
。

こ
れ
は
四
季

に
分
ち

て
届
出

で
し
め
た
も

の
で
あ

る
泊
文
化
年
中

の
文
書
に
『冬
季
臨
月
帳
之
内
』
云

々
(六
年
九
月

十
六

日
文
書
)『
春
季
儂

婦
人
敏
書
上
帳
』
云
々
(七
年

「
月
計

二

日
文
書
)
と
あ
る
如
き
そ

の

一
例

で
あ
る
が
、
そ

の
中
救
米
を



必
要
と
す

る
も

の
は
、
そ
.の
こ
と
を
願
出

で
し
め

て
居

る
。

文
政
九
年

の
文
書
は
前
述

の
如
く
十
月
乃
至
十

二
月
迄

の
懐

胎
惣
人
敷
調

で
あ
り
、
各
村
に
分
ち

て
妊
婦
の
有
無
を
調

べ
「.

妊
婦
あ
る
場
合

に
は
そ
の
臨
月
、
署
師
、
産
婆
等
を
も
届
出
で

し

め
,
又
御
救
米
下
附

の
要
不
要
を
も
届
出
で
し
め
て
み
る
。

}
例
を
示
さ
ば
次

の
如
く
で
あ
る
。

『

高

来

寺

村

一
、
十
月
臨
月

組
頭
平
吉

請
待
讐

松
本
山
芙

女

房

争
漆
塗

…嵌
氏
村

善
介
母

一
、
十

一
月
臨
月

血
ハ八
組
合
清
吉女

房

講
持
留

右

・

団

子
添
婆

大
門
村

利
卒
女
房

〆

人
数
二
人

右
は
御
救
米
不
寒
願
分

右
之
通
村
中
重
畳
相
調
ね
書
上
げ
南
俵
逮
相
違
無
御
座
候

文
政
九
年
七
月

高
來
寺
村
組
頭
取興

同

村

組

頭恵

福
岡
藩

の
育
子
策

に
つ
い
て

已
上

八
㊥

吉
㊥

同

村

庄

屋
茂

+
㊥

旦
・}艮
志
面
甲飴
土

　

御
郡
代
御
役
所
.

』

(
備
考
)

某
月
其
村

に
臨
月

の
音
な
き
と
き
は
、
臨
月

の
者
無
之
旨
を
届

け
る
。
御
救
米
を
必
要
穿

る
者

の
例
は
既
に
之
を
揚

げ
た
る

に
付
載

に
は
省
く

臨

月

に
至
り

出
産
.せ
し
場

合

は

そ

の
旨

を
届

出

で

る
。

次

に

掲

ぐ

る
は

そ

の

一
例

で
あ

る
。

『

龍
可
岨
寸
b
旧
跡
上
」L
奨
舞

じ

"1「
■η
ー
重
量
否

「鯛
了
凱剛

一
當
村
貧
窮
者
左
卒
組
合
嘉
作
女
房
十
月
臨
月
に
相
當
候

に
付
・
産

子
養
育
難
及
自
力
に
者

に
付
、
.御
救
米
頂
戴
之
儀
御
願
申
上
置
候
庭

當
月
七
日
男
子
出
産
仕
候
。
乍
恐
御
救
米
代
拝
領
被
仰
忖
度
候
段
本

願
上
盤
。
此
段
急
度
御
聞
通
被
遊
可
被
爲
下
候

以
上
。

文
化

六
年
+
月

商

組

付

庄

屋
孫

.

藏

森
穴
蔵
様御

役

所

』

『

井
原
村
指
出
仕
上
候
事

四
月
臨
月
之
分

[
、
五
月
十
四
日
女
子
生
候

七
郎
次
女
房

第
三
+
四
巻

八

一
九

第

五
號

=
二
王

■



福
岡
藩
…
の
出目
子
策

に

つ
い
て

'

七
月
臨
月
之
分

一
、
五
月
十
九
日
女
子
生
候

利
八
女
房

右
之
通
出
産
仕
候
に
付
書
上
仕
候
遂
相
違
無
御
座
候

以
上

文
政
七
年
五
月

井

原

村

庄

屋
叉

平
㊥

齊
藤
杢
襟御

役

所

』

前
者

が
御
救

米
を
受
く

る
者
な

る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
が
、

後
者

は
恐
ら
く
御
救
米
を
弾
け
ざ

る
者

で
は
な

い
か
と
思

ふ
。

而
L

て
御
救
米
を
受
く
る
者

に

つ
い
て
は
、

出̀
産
届
に
射
し

て

指
令
書

を
讒

し
た
も

の
の
如
く
で
あ

る
。
帥
ち
次

の
如
し
。

『
冬
季
臨
月
の
内
、
御
救
米
相
願
居
候
瑞
梅
寺
村
宅
次
女
居
常
月
六
日

致
出
産
候
。
井
同
村
喜
七
女
房
同
月
七
日
致
出
産
候
に
付
、
右
差
出

爾
遮
被
差
出
落
手
い
た
し
候
。

い
つ
れ
聞
屈
相
濟
候
上
、
救
米
波
方

の
儀
は
御
縣
聯合
可
中
流
{候
。
以
上

十
月
九
日

五
郎
太
夫
役
所

大

庄

屋

茂

六

殿

』

若
し
死
産
な
り
し
揚
合
従
は
届
出

の
み
な
ら
す
署
師

の
検
案

書
を
附

せ
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
。
次
に
そ

の

一
例

を
示
さ
う
。

『

惜
土
郡
末
永
村
庄
屋
組
頭
仕
上
候
差
出
之
専

一

、

第
三
十
四
巻

八
二
〇

第
五
號

=
二
六

一
、
富
村
百
姓
伊
七
女
房
當
十

一
月
臨
月
に
御
座
候
虚
、
右
之
者
極

々
貧
窮

に
付
兼
て
御
救
米
頂
戴

の
儀
御
願
申
上
候
。
然
る
塵
去
る
十

一
日
出
産
仕
候
庫
、
出
生
女
子
死
胎
産

に
御
座
候
。
自
然
怪
敷
次
第

は
無
御
座
哉
詮
議
仕
候
塵

、
同
期
不
圖

こ
ろ
び
申
俟

て
夫
よ
り
殊
外

相
痛
早
蓮
讐
師
衆

へ
掛
、
薬
用
等
仕
居
中
候
庭
、
同
日
暮
比

に
か
け

出
産

に
相
成
候
虜
、
出
生
死
胎
に
御
座
候
。
外

に
何
さ

へ
怪
敷
次
第

無
御
座
候
、
則
讐
師
謹
撰
㎝を
も
相
添
指
上
げ
申
候
。
重
唖
詮
議
仕
相

違
不
申
上
候
。
宜
御
間
逝
被
仰
付
可
鞍
下
候

以
上

蜜
化
洗
魚
十

一
月

末
永
村
正
暦

幸

助
躍

同

村
組
頭

利

吉
印

伊
藤

五
郎
太
夫
様

御

役

所

療
治
謹
之
専

一
、
末
永
村
伊

七
女
房
十

一
月
臨
月
に
御
座
候
。
然
虞
十

一
日
の
朝

不
圖
顛
倒
仕
、
夫
よ
り
腰
抜
大
に
相
痛
、
同
日
暮
比
出
産

に
相
成
候

庭
、
出
生

の
女
子
死
胎
仕
候
。右
始
終
拙
讐
見
届
　候
。
仍
て
誼
櫨
…如
件

川

原

村

文
化
五
年
+

一
月

横

地

林

順

列

伊
藤

五
郎
太
夫
殿

』

出
産

後

数

日
を

経

て
死
亡

し
た

る
場

合

に
も
騎

師

の
讃

明
を

要

し
た
如

く

で
あ

る
。
例

へ
ば

『

療
治
讃
披
之
事



T
.
培
土
郡
井
原
付
利
助
女
房
常
九
月
臨
月
に
御
座
候
虞
'
同
七
月

廿
四
日
男
子
致
出
産
'
胎
蕃
強
'車
用
仕
候
得
共
養
生
不
相
叶
､
四
月

廿
九
日
死
去
仕
'
拙
留
致
療
月
見
屈
拾
敷
儀
決
而
無
御
座
候
.
俵
而

一
札
加
件

文
牝
七
年
牛
七
月
廿
九
日

三
雲
村
嘗
師

中

村

甚

英

列

斉
藤
杢
枚

御

役

所

』

次
に
御
政

米

の
鎗

鼎
瀕
及
時
期
は
如
何
と
い
ぶ
に
､
こ
れ
を

前
後
二
回
に
分
ち
前
渡
は
六
十
文
嘩

二
給
田
､
桟
渡
は
同
六

十

日
で
あ
っ
た
｡
即
ち
御
救
米
と
い
ふ
も
茸
は
代
鏡
で
あ
る
が
'

辛

六
十
文
錦
(略
し
て
六
鏡
と
も
記

す

)

の

意
味
は
明
か
で
な
い
O

ま
た
前
渡
'
後
渡
の
時
期
如
何
に
つ
い
て
も
俄
か
に
之
を
決
定

し
難
い
o
然
し
箇
月
に
於
て
傭
婦
人
層
及
救
助
米
を
要
す
る
願

書
を
接
受
し
た
後
は
'御
救
米
を
輿
ふ
.(
き
ゃ
否
や
を
決
し
､輿

ふ
べ
き
も
の
JJ
決
し
た
と
き
は
'
其
旨
を
大
庄
屋
に
通
達
し
.

前
渡
､
後
渡
各

1
枚
づ
つ
の
『
選
球
』
を
萄
し
､
そ
れ
に
基
い
て

賓
際
に
御
救
代
錦
室
父
付
す
る
仕
組
で
あ
っ
た
や
う
で
あ
る
｡

而
し
て
前
渡
'
壊
渡
の
賓
例
に
つ
い
て
は
両
者
同
時
に
渡
さ
れ

た
場
合
が
あ
る
.

福
岡
藩
の
育
子
策
に
つ
い
て

『
慶
子
養
育
御
救
光
代
前
渡
井
帳
面
共
御
渡
し
可
破
馬
下
候
に
付
､
村

役
人
之
内
密
人
指
出
傾
榛
被
仰
付
来
島
候
.
栽
鰯
の
下
村
々
冬
季
分

御
救
米
本
旗
置
儀
介
'
左
の
通
話
淑
謹
聴
男
蒋
瑞
槍
寺
柑
組

頭
香
人

差
出
申
候
.
御
波
方
破
仰
付
可
被
虜
下
黍
願
候

巳
上

党

瑞
鳩
蕃
柑
茂
七
組
食

宅
次

1
六
銀
111拾
日
⊥

前

渡

-

1
同

大
折
目
･
1

後

渡

り

〆

･Fq我
国
ゝ

対
材
仁
平
親
令

書

i
l

1回
六
拾

日
ゝ

後

渡

り

〆

九
糸
目

ゝ

十

7
月
廿
七
日

井
原

村

大

庄

屋
茂

六

上

野

嘉

六

枝

河

原

周

千

枝

』

(
備
考
'

右
宅
攻

の
妻
の
出
産
は
十
月
六
日
で
あ
っ
た
こ
と
は
前
鴇

に
ょ
つ
て
明
か
で
あ
る
)

然
し
前
渡
･後
渡

と
い

ふ
以
上
'二
回
に
分
ち
て
交
付
す
る
の

が
本
則
で
は
な
い
か
と
考
へ
ら
れ
る
｡
然
ら
ば
二
回
と
も
出
産

後
に
交
付
す
る
も
の
で
あ
る
か
､
或
は
出
産
の
前
と
後
と
に
渡

第
三
十
四
馨

八

二
1

第
五
紙

1
1T右

大 日本貨幣史､改訂版､第-番､-97､Ⅰ9･)i3亡其他に所謂六錘 と同意 毒にあ ら
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輻
岡
藏
鮒
の
育
子
策

に
つ
い
て

す
も

の
で
あ

る
か

、
此

鮎

に

つ

い

て
は

「
覚

し
た
資

糧

だ
け

で

は
十
分

な
解

糧

を

下
す

こ
と

は
出
來

ぬ
。
次

に

示
す
例

は
例
外

と

し

て
特

に
許

さ

れ
た
も

の
で
あ

る
が

、
そ

の
文

意

よ
り
推

し

て
考

ふ

れ
ば
、

前
渡

は
出

産

前

に
救
済

す

る
も

の
の
や
う

に
も

解

さ

れ

る
が

、
果

し

て
如
何

で
あ
ら

う
か

。

『
御
書
中
御

側
申
上
使
。
秋
季
儂
婦
之
内
御
救
米
奉
願
土
概
候
分
、
前

渡
御
澄
擦

三
枚
御
渡
被
下
難
有
早
速
相
渡
申
候
。
尤
右
之
内
井
原
村

駐
、F
ヒ
ヨ
筋
引

ご
印
陸
廉
「聾
、
孟
-
卜

叩
一
巳
身
亀
'三
=
」量
り
「
'
r

コ
ノエ

　
　
ノ
　
ド
リ

ド
ぞ

ぽた
れ
　み

コユ
ヒ
ノ
　　
　
し
　
ル　
ヨ
ロ　
　
セ
な

ま
ユぐ

分
此
節
御
救
前
渡
御
講
擦
御
渡
被
下
候
間

}
と
通
御
個
中
上
候
上
相

も

も

も

セ

ヤ

へ

も

も

も

渡
可
申

と
見
合
置
申
候
。
極
貧
窮
殊
に
前
御
救
之
儀

に
付
格

別
を
以

御
渡
可
被
爲
下
哉
と
塞
存
候
得
共
、
前
段

a
趣

に
付
御
内

々
御
手
元

迄
御
伺
申
上
候
。
何
卒
宜
被
仰
付
可
搬
爲
下
家
願
上
候

巳
上

、
六
月
廿
九
日

井

原

村

大

庄

屋
茂

介

海

原

周

事

様

田

嶋

安

弔

慷

非
原
村
與
六†
救
前
後

の
事
御
間
A
H被
噛遭
委
細
致
承
知
一候
。
.蜘躬
貧

の
も

の
玉
出
に
口
出
候
間
其
段
申
達
候
所
、
相
渡

し
候
様

に
と
の
事

に
候

間
其
御
心
得
御
渡
方
可
有
候

六
月
廿
九
日

.

大

庄

屋
茂

助

殿

以
上

櫨

之

亟

役

所

第
三
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巻
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三
八

要
す
る
に
當
時

の
法
令

や
規
則

の
如
き
も
の
に
は
何
等
か
前

渡
、後
渡
に

つ
い
て
規
定
さ
れ
て
居
た

で
あ
ら
う

と
信
ず
る
が
、

今
そ
れ
等

の
規
程
を
見

る
を
得
ざ

る
た
め
、
其
蓬

の
事
情
を
明

確

な
ら
し
む

る
能
は
ざ
る
を
遺
憾

と
す
る
。
尤
原

則
は
定
ま

っ

て
み
て
も

、
實
際

の
場
合

に
は
種

々
の
例
外
が
認

め
ら
れ
た
結

果

、
以
上

の
如
く
交
付

の
時
期
が

一
定
せ
な
か

っ
た
も

の
で
ば

な

い
か
と
も
愚

ふ
.

次

に
御
救
米
受
取
謹

の

一
例
を
示
さ
ば
次
の
如
く

で
あ
る
。

『

三
坂
村
百
姓
與
七
塵
子
養
育
御
救
米
代
請
取
申
上
謹
擦
之
事

一
六
拾
文
鍍

六
拾
目
者

右
着
払
女
房
當
月
十
三
日
出
産
仕
儀
に
付
御
救
米
代
御
渡
被
仰
付
難

有
頂
戴
仕
候
虎
相
違
無
御
座
候

以
上

文
化
五
年
九
月

三
坂
村
百
姓與

七

五
郎
太
夫
様

御

役

所

右
之
通
相
違
無
御
座
候

.以
上

三
坂
村
庄
屋惣

内

五
郎
太
夫
様

御

役

所

』



以
上

の
如
き
育
子
策
を
實
行
ず

る
た
め
に
は
.
営
局
音
叉
は

村
役
人
な
ど
が
時

々
廻
村
を
な
し
て
懐
妊
及
出
産
等

の
調
査
を

な
す
こ
と
は
各
地

の
事
例

に
存
す

る
虚
で
あ
る
が
、
頑
固
藩

に

於

て
も
.
文
化
十

一
年
六
月
十
七
日
、
當
局
よ
り

三
郡
大
庄
屋

へ
宛

て
た

る
文
書

に
よ
れ
ば
、
廻
村

の
行
は

る
べ
き
も

の
な
る

こ
と
が
明
か
で
あ
る
。
即
ち
曰
く

『
産
子
養
育

一
件
に
付
我
等
途
廻
村
筈
に
候
庭
、
御
用
繁
に
有
之
、
今

程
は
別
て
村
々
繁
用
の
時
節
に
も
有
之
候
に
付
廻
村
差
延
候
。
追
而

出
郡
化
合
の
儀
は
可
相
違
候
條
…、
噛賛
眠同
一
件
速
一に
相
違
隅直
候
涌
…り
蹴血

相
守
柳
心
得
違
之
者
無
之
様
、
脚
下
村
々
重
煙
可
相
示
候
。
右
之
趣

頭
取
馨
師
井
養
育
方
請
待
之
者
に
も
相
違
置
候
に
付
重
盗
申
合
、
御

主
意
行
届
候
襟
取
斗
可
申
候

以
上

』

猫

時
々
産
児
激

の
調
査
も
行
は

れ
た
如
く

で
あ
っ
て
,
案
文

を
示

し
,
共
様
式
に
基

い
て
報
告
せ
し
め
て
居
る
が
,
井
原
村

大
庄
屋
よ
り
提
出

せ

る

文
化
四
五
年

の

分
は

次
の
如
く

で
あ

る
。

『

井
原
鋼
材

々
卯
辰
雨
年
産
子
人
鍛
指
出

一
産
子
百
盛
人

此
内

内
拾

三
人
は

死
失

獲
而
八
拾
八
人

男
子

四
+
五
人

女
子

五
+
六
人

編
岡
藩

の
育

子
策

に
つ
い
て

虫
卵
年
分

一
八
人
は
御
救
米
相
願
分

●

ダ

季

七
拾
・
人

此
・

縛

陀
噛

替

長
年
分

内
八
人
は
死
失

淺
而
六
+
六
人

一
七
人
は
御
救
米
相
願
分

〆
文
化
五
年
十
二
月
廿
九
日

』

之
を
要
す
る
に
常
時

に
お
け

る
偏
固
藩

の
育
子
策
は
貧
窮
者

を
日
常
ど
し
た
も

の
で
あ
り
,
殊

に
相
當

の
暮
し
を
立

て
居

れ

る
者
が
御
救
米
を
受
く

る
如
き
は

『
甚
以
風
俗
不
宣
不
埓

の
事

に
候
』
と
考

へ
ら

れ
て
る
た
程
で
あ
る
か
ら
、救
貧
策
と
し

て
の

色
彩
を
多
分
に
有
す

る
も

の
と
い
は
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
。
然
し

一
般
妊
婦
を
調
査

し
そ

の
出
産
を
監
督

せ
し
め
た
鮎

に
於

て
は

人
口
政
策
と
し
て
の

一
面
を
有
す

る
こ
と
は
勿
論

で
あ
る
。
而

し
て
こ

の
政
策

に
よ
っ
て
果

し
て
幾
何

の
人
口
塘
加
を
見
た
か

は
今
之
を
明
か
に
し
得
ざ

る
を
遺
憾
と
す
る
。

三

.

徳
川
時
代

に
育
チ
敦
隷
書
が
各
地

に
流
布

し
た
こ
と
は
私

の

既
に
本
誌

に
於

て
述

べ
た
所

で
あ
る
が
、
本
稿

の
最
初

に
掲
げ

第
三
十
四
巻

八
一=
二

第
五
號

.一
三
九
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頑
固
藩
の
育
子
策
・に
つ
い
て

た
爲
本
「
朝
寝

太
郎
」
と
題
す

る
も

の
の
本
文
も
、
そ

の
内
容
は

育
子
教
論
書

で
あ
る
。
そ
れ
は
著
者
が
朝
寝

の
夢
物
語
に
託

し

て
教
論
を
述

べ
た
も

の
で
あ

っ
て
、
そ

の
中
に
は
営
団
は
田
畑

多
く
し

て
五
穀

に
富
み
、
海
産
物

も
あ
り

、
運
逸

の
便
よ
き
國

な
る
に
も
か

、
わ
ら
す
、
何
時

の
頃
よ
り
か
生
子
を
殺
す
風
習

を
生
じ
、
代

々
之

れ
が
対
策
に
力

め
、
そ
の
結
果
悪
習
も
自
ら

改

ま
る
所

が
あ
っ
た
が
、
猫
動
も
す
れ
ば
奮
染

の
邪
道

に
踏
迷

ふ
も
の
が
あ
る
か
ら
,
他
郡
他
村
を
厭
は
・丁
汝
の
h

の
あ
洗
り

の
人

々
を
論
ず

べ
し
と

の
紳

の
告

が
あ

っ
た
と
し
、
ま
た
法
令

に
て
間
引

を
禁
ぜ

る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
人

々
は

こ
の
禁

の
存

す

る
こ
と
は
知

っ
て
み
る
が
、
か
エ
る
禁
令
な
く
と
も
子
を
捨

て
子
を
殺
す

こ
と
な
き
如
き
風
俗

に
改

め
ざ
る
可
ら
す
と
な
し

て
み
る
。
ま
た
子
は
天
緑
を
有
す

る
も

の
で
あ
る
か
ら
、
子
を

育

て
得
ざ

る
理
な
く

『
分
限
不
相
慮

の
交
り
を
好
み
衣
服
を
錺

り
美
味
を
喰

ひ
、
い
ろ
一

の
驕
り

に
費
す
が
故

に
子

の
養
育

に
至
φ

て
困
窮
す

る
』
も

の
で
あ
る
。
『
兎
角
我
身

の
分
際
を
は

か
り

て
事
を
約
め
、
奢
ら
す
解

ら
す

の
二

つ
を
守
り

、
飢
す
寒

す

の
二
つ
に
安
ん
ぜ
ば
、
永
く
天
緑

の
壼

る
期
な
く

、
子
を
育

第
三
十
四
巻

八
二
四

第
五
號

.一
四
σ

て
老
楽

の
来

る
を
待

べ
し
』

と
設
い
て
あ
る
。
夢

の
正
に
胆

め

ん
と
す

る
と
き

「
曝

が
聲
と
し

て
薬
取
が
追

々
見

へ
ま
す
朝
餉

も
出
来

て
こ
ざ

る
』
云
々
と
あ
る
か
ら
、筆
者
が
轡
師
で
あ
る
こ

と
は
明
か

で
あ
る
の
み
な
ら
す

,
附
録

の
終
り
に
記
せ

る
虚
に

よ
る
も

、讐
師
中
村
氏
が
筆
者

で
あ

る
こ
と
が
記
さ

れ
て
み
る
。

而
し

て
そ

の
著
作
年
代
は
文
化
二
年
と
考

へ
ら

れ
る
が
、
其
後

天
保
十
五
年
五
月
に
更

に
轄
薦

さ
れ
た

こ
と
が
明
か

で
あ
る
。

夏
に

「
子
そ
か
て
和
讃
」
と
題

す

る
牟

紙
型
木
版
刷

の
も

の

(本
文
七
放
)
を
見
た
が
、
こ
れ
も
間
引

の
罪
を
論
き
、
産
子
を

養
育
す

べ
き
こ
と
を
教
戒

し
た
も
の
で
、
そ
の
内
容
は
他
の
…教

鍮
書

と
大
艦
同
様

の
も

の
で
あ
る
。
た

貸
そ

の
文
艦
が
暗
誦
し

易
き
詠

歌
艦
を
な
し

て
み
る
こ
と
は

一
異
例

で
あ

る
が
、
著
作

乃
至
印
行
年
代
は
明
か

で
な

い
。

右

の
「
朝
寝
太
郎
」
の
奥
書

に
は

『
此
害
者
粕
屋
郡
内
橋
村
目

醤
邸
中
村
民
蔵
本
か
り

て
窮
け

る
を
、
ま
た
か
り
受

て
寫
す
も

の
な
り
』

云
々
と
あ
り

、
「
子
そ
だ
て
和
讃
」
と
共
に
鞍
手
郡

の

某
奮
家

に
在

っ
た
も

の
で
あ
る
か
ら
、
か

玉
る
教
論
書
が
九

州

方
面
に
も
流
布
し

て
み
た

こ
と
を
知

る
に
足
る

で
あ
ら
う
。

陣


